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内
閣
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大
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福

田

康

夫

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
社
会
保
険
庁
に
お
け
る
ね
ん
き
ん
特
別
便
に
つ
い
て
の
電
話
相
談
へ
の
対
応
に
関
す
る
再
質

問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
社
会
保
険
庁
に
お
け
る
ね
ん
き
ん
特
別
便
に
つ
い
て
の
電
話
相
談
へ
の
対
応
に
関
す
る

再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
株
式
会
社
Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
エ
ボ
ル
バ
と
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
締
結
し
た
契
約
の
金
額
は
、
�
管
理
者

席
に
つ
い
て
、
時
間
当
た
り
二
千
九
百
円
、
予
定
数
量
千
四
百
十
二
時
間
、
�
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
席
に
つ
い
て
、
時
間
当

た
り
二
千
三
百
円
、
予
定
数
量
八
千
六
十
九
時
間
、
�
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
席
に
つ
い
て
、
時
間
当
た
り
千
八
百
五
十
円
、
予
定

数
量
八
万
六
百
七
十
六
時
間
、
�
バ
ッ
ク
オ
フ
ィ
ス
オ
ペ
レ
ー
タ
席
に
つ
い
て
、
時
間
当
た
り
千
七
百
五
十
円
、
予
定
数
量

千
三
十
四
時
間
、
�
設
備
使
用
料
等
に
つ
い
て
、
一
月
当
た
り
単
価
三
千
四
十
二
万
八
千
八
百
円
、
予
定
期
間
三
か
月
で
あ

る
。
ま
た
、
同
社
と
随
意
契
約
に
よ
り
締
結
し
た
契
約
の
金
額
は
、
�
管
理
者
席
に
つ
い
て
、
時
間
当
た
り
二
千
九
百
円
、

予
定
数
量
二
百
二
十
七
時
間
、
�
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
席
に
つ
い
て
、
時
間
当
た
り
二
千
三
百
円
、
予
定
数
量
九
百
七
時
間
、

�
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
席
に
つ
い
て
、
時
間
当
た
り
千
八
百
五
十
円
、
予
定
数
量
二
万
百
三
十
七
時
間
、
�
設
備
使
用
料
等
に
つ

い
て
、
一
月
当
た
り
単
価
千
八
百
十
二
万
七
千
円
、
予
定
期
間
二
か
月
で
あ
る
。

株
式
会
社
も
し
も
し
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
と
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
締
結
し
た
契
約
の
金
額
は
、
�
管
理
者
席
に
つ
い
て
、
時

一



間
当
た
り
五
千
五
百
円
、
予
定
数
量
千
四
百
十
二
時
間
、
�
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
席
に
つ
い
て
、
時
間
当
た
り
三
千
二
百
円
、

予
定
数
量
八
千
六
十
九
時
間
、
�
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
席
に
つ
い
て
、
時
間
当
た
り
二
千
三
百
九
十
円
、
予
定
数
量
八
万
六
百
七

十
六
時
間
、
�
バ
ッ
ク
オ
フ
ィ
ス
オ
ペ
レ
ー
タ
席
に
つ
い
て
、
時
間
当
た
り
二
千
八
十
円
、
予
定
数
量
千
三
十
四
時
間
、
�

設
備
使
用
料
等
に
つ
い
て
、
一
月
当
た
り
単
価
千
九
百
十
四
万
円
、
予
定
期
間
三
か
月
で
あ
る
が
、
こ
の
�
か
ら
�
ま
で
の

金
額
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
外
の
契
約
で
は
設
備
使
用
料
等
に
含
ま
れ
て
い
る
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
の
募
集
経
費
や
研
修
経
費
が

含
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
社
と
随
意
契
約
に
よ
り
締
結
し
た
契
約
の
金
額
は
、
�
管
理
者
席
に
つ
い
て
、
時

間
当
た
り
二
千
九
百
円
、
予
定
数
量
六
百
五
十
四
時
間
、
�
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
席
に
つ
い
て
、
時
間
当
た
り
二
千
二
百
五

十
円
、
予
定
数
量
四
千
百
八
時
間
、
�
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
席
に
つ
い
て
、
時
間
当
た
り
二
千
百
五
十
円
、
予
定
数
量
四
万
千
七

十
八
時
間
、
�
バ
ッ
ク
オ
フ
ィ
ス
オ
ペ
レ
ー
タ
席
に
つ
い
て
、
時
間
当
た
り
千
九
百
円
、
予
定
数
量
四
百
五
十
三
時
間
、
�

設
備
使
用
料
等
に
つ
い
て
、
一
月
当
た
り
単
価
三
千
七
百
十
二
万
三
千
二
百
六
十
六
円
、
予
定
期
間
二
か
月
で
あ
る
。

株
式
会
社
テ
レ
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
ジ
ャ
パ
ン
と
締
結
し
た
契
約
の
金
額
は
、
�
管
理
者
席
に
つ
い
て
、
時
間
当
た
り
二
千

九
百
五
十
円
、
予
定
数
量
九
百
七
十
四
時
間
、
�
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
席
に
つ
い
て
、
時
間
当
た
り
二
千
五
百
五
十
円
、
予

定
数
量
五
千
五
百
四
十
八
時
間
、
�
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
席
に
つ
い
て
、
時
間
当
た
り
二
千
五
十
円
、
予
定
数
量
五
万
五
千
四
百

二



八
十
三
時
間
、
�
バ
ッ
ク
オ
フ
ィ
ス
オ
ペ
レ
ー
タ
席
に
つ
い
て
、
時
間
当
た
り
千
九
百
円
、
予
定
数
量
七
百
七
時
間
、
�
設

備
使
用
料
等
に
つ
い
て
、
一
月
当
た
り
単
価
三
千
九
百
八
十
七
万
三
百
七
十
五
円
、
予
定
期
間
二
か
月
で
あ
る
。

株
式
会
社
ベ
ル
シ
ス
テ
ム
�
�
と
締
結
し
た
契
約
の
金
額
は
、
�
管
理
者
席
に
つ
い
て
、
時
間
当
た
り
二
千
九
百
円
、
予

定
数
量
六
百
五
十
四
時
間
、
�
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
席
に
つ
い
て
、
時
間
当
た
り
二
千
三
百
円
、
予
定
数
量
二
千
六
百
九
十

三
時
間
、
�
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
席
に
つ
い
て
、
時
間
当
た
り
千
九
百
五
十
円
、
予
定
数
量
二
万
七
千
九
百
七
十
八
時
間
、
�
バ

ッ
ク
オ
フ
ィ
ス
オ
ペ
レ
ー
タ
席
に
つ
い
て
、
時
間
当
た
り
千
九
百
円
、
予
定
数
量
四
百
五
十
三
時
間
、
�
設
備
使
用
料
等
に

つ
い
て
、
一
月
当
た
り
単
価
二
千
二
百
七
十
万
円
、
予
定
期
間
二
か
月
で
あ
る
。

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
ソ
ル
コ
と
締
結
し
た
契
約
の
金
額
は
、
�
管
理
者
席
に
つ
い
て
、
時
間
当
た
り
二
千
九

百
円
、
予
定
数
量
六
百
五
十
四
時
間
、
�
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
席
に
つ
い
て
、
時
間
当
た
り
二
千
三
百
円
、
予
定
数
量
二
千

七
百
七
十
四
時
間
、
�
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
席
に
つ
い
て
、
時
間
当
た
り
千
八
百
五
十
円
、
予
定
数
量
二
万
七
千
七
百
四
十
二
時

間
、
�
バ
ッ
ク
オ
フ
ィ
ス
オ
ペ
レ
ー
タ
席
に
つ
い
て
、
時
間
当
た
り
千
八
百
五
十
円
、
予
定
数
量
四
百
五
十
三
時
間
、
�
設

備
使
用
料
等
に
つ
い
て
、
一
月
当
た
り
単
価
二
千
四
百
二
十
三
万
九
千
八
百
円
、
予
定
期
間
二
か
月
で
あ
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

三



お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
険
庁
に
お
い
て
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五

年
法
律
第
五
十
八
号
）
の
内
容
等
に
つ
い
て
記
載
し
た
教
材
を
作
成
し
、
研
修
を
実
施
し
て
い
る
。

四
か
ら
六
ま
で
に
つ
い
て

社
会
保
険
庁
と
し
て
は
、
ね
ん
き
ん
特
別
便
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
に
係
る
電
話
相
談
業
務
（
以
下
「
業
務
」
と
い
う
。
）
を
受

託
し
た
民
間
会
社
と
の
契
約
の
中
で
、
当
該
会
社
の
就
業
規
則
等
に
お
い
て
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
係
る
業
務
に
関
す
る

取
扱
規
程
等
を
定
め
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
規
程
に
違
反
し
た
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
に
対
す
る
処
分
の
内
容
を
定
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

七
及
び
八
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
報
告
に
つ
い
て
は
、
業
務
を
受
託
し
た
民
間
会
社
と
の
契
約
の
中
で
、
個
人
情
報
の
漏
え
い
又
は
個
人
情
報
の

漏
え
い
が
疑
わ
れ
る
事
象
等
が
発
生
し
た
と
き
は
、
当
該
会
社
は
直
ち
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
が
、
当
該
会
社
に
お
い
て
は
、
こ
の
契
約
の
内
容
を
適
切
に
遵
守
し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

九
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
業
務
を
受
託
し
た
民
間
会
社
と
の
契
約
の
中
で
、
当
該
会
社
は
、
研
修
の
実
施
計
画
を
策
定
し
、

四



社
会
保
険
庁
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
て
お
り
、
社
会
保
険
庁
に
お
い
て
、
当
該
実
施
計
画
の
内
容
を
確

認
の
上
、
承
認
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

十
に
つ
い
て

社
会
保
険
庁
に
お
い
て
は
、
業
務
を
受
託
し
た
民
間
会
社
と
の
契
約
に
基
づ
き
、
当
該
会
社
の
業
務
の
実
施
状
況
に
つ
い

て
、
随
時
調
査
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
な
報
告
を
求
め
る
こ
と
に
よ
り
、
業
務
が
適
切
に
遂
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
前
回
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
三
月
七
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
一
二

〇
号
）
十
五
及
び
十
六
に
つ
い
て
で
、
「
お
尋
ね
の
よ
う
な
事
実
は
な
い
も
の
と
承
知
し
て
い
る
」
と
お
答
え
し
た
も
の
で

あ
る
。

十
一
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
限
ら
れ
た
社
会
保
険
庁
の
職
員
の
効
率
的
な
配
置
に
つ
い
て
も
考
慮
し
つ
つ
、
検
討
し
て
ま
い
り

た
い
。

十
二
に
つ
い
て

社
会
保
険
庁
と
し
て
は
、
ね
ん
き
ん
特
別
便
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
は
年
金
記
録
問
題
の
解
決
に
寄
与
し
て
い
る
と
考
え
て
お
り
、

五



今
後
と
も
、
相
談
者
へ
の
的
確
か
つ
懇
切
丁
寧
な
対
応
等
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
、
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 六


